
令和７年度山梨県地域医療構想調整会議 

（富士・東部構想区域） 
 

 

                 日 時  令和８年２月１２日（木） 

                        午後４時００分～５時００分 

                         場 所    富士吉田合同庁舎 ２階 大会議室 

 

 

次  第 
 

１ 開 会 

 

２ 富士・東部保健所長あいさつ 

 

３ 議 題 

 

（１）報告事項 

・地域医療構想の振り返り         資料１ 

    ・新たな地域医療構想の策定について    資料２ 

 

（２）協議事項 

・紹介受診重点医療機関について           資料３ 

 

 （３）その他 

    ・病床数適正化支援事業給付金の実施状況  資料４ 

 

４ 閉 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



山梨県地域医療構想の振り返り

資料１

令和8（2026）年2月12日

令和7年度富士・東部地域医療構想調整会議

山梨県福祉保健部医務課
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１．現行の山梨県地域医療構想について
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○病床機能報告の全県の状況について

• H26年度からR6年度までの病床機能報告の推移は右下のグラフのとおり。
• 必要病床数には届いていないが、高度急性期・急性期・慢性期病床は減少し、回復期病床は増加した。

２．病床機能報告の推移及び2025年必要病床数との比較



• 構想区域ごとの比較は下記グラフのとおり。
• 富士・東部区域においては、急性期・慢性期病床の削減および回復期への転換が進んでおり、機能再編の方向性
は概ね妥当であると考えられる。これにより、必要病床数に大きく近づいている。

• 一方、病床機能報告ベースの比較にとどまるため、実態把握に当たっては、病床稼働率や平均在院日数、救急搬
送受入状況等に加え、レセプトデータによる入院患者の実態との比較を踏まえた検証も有用である。

○病床機能報告の区域毎の比較について
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３．地域医療構想の振り返り調査結果について

• 富士・東部区域における、病床の状況及びこれまでの取組内容は以下のとおり。
• 多くの医療機関において、病床削減・機能分化に係る取組が進められている。

○富士・東部区域の病床の状況及び取組達成度
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○富士・東部区域の取組内容及び基金の活用について
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○富士・東部区域における今後の課題について

１．医療機関間の機能分化・病床機能の再編：各医療機関が自院の強みを生かし、急性期・回復期・慢性期の役割分担を明確化する必要
がある。紹介・逆紹介、救急搬送、退院調整等を通じた区域内連携の強化が重要。

２．地域完結型医療体制の構築：入院から在宅への円滑な移行に向け、訪問診療等を含む医療・介護連携を強化し、地域包括ケアの実効
性を高める必要。

３．高齢者・慢性期患者への対応：療養機能や在宅復帰支援の充実を図り、介護施設・在宅医療との役割分担と連携を進める必要。
４．医療人材の確保・育成：人材確保が困難化する中、体制維持とともに、人材育成や働き方改革が求められる。
５．医療機関経営の持続可能性：機能転換や病床削減の影響を踏まえ、必要な医療機能を維持しつつ、効率的で持続可能な経営体制の構

築が必要。
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新たな地域医療構想の策定について

資料２

令和8（2026）年2月12日

令和7年度富士・東部地域医療構想調整会議

山梨県福祉保健部医務課
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１．新たな地域医療構想に係る国の検討状況

2

R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）



R6.12.3「第13回新たな地域医療構想に関する検討会資料」（抜粋）

3

R6.12.3「新たな地域医療構想等に関する検討会資料」（抜粋）



4

R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）



5

回復期⇒包括期
に変更
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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R8.1.28「第10回地域医療構想及び医療計画等に関する検討会」（抜粋）
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２．本県における 『新たな地域医療構想』 策定に係るスケジュール

３月２月
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R９（2027）年度以降R８（2026）年度R７（2025）年度年度

 新たな地域医療構想の取組開始
• 新たな地域医療構想に基づいた取組の実施
• 医療機関機能・連携、病床の機能分化・連携
等の具体的な協議

 新たな地域医療構想の策定
• 人口推計・病床数・医療資源等の基礎データを用い、
現状と課題を共有

• 区域の見直し、医療機能の確保、地域特有の課題等
について協議・検討

• 地域医療提供体制の方向性及び将来の必要病床数
等を策定

• 各医療機関で、計画（具体的対応方針・公的医療機
関2025プラン・公立病院経営強化プラン）に基づ
いた、地域医療構想に係る取組を実施

• 峡南区域では、区域対応方針に基づく取組を実施
• 上記取組について振り返り調査を行い、現状と今後
の課題を調整会議で共有

取組
内容

 全体スケジュール

 R７年度・８年度スケジュール（予定）
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検討報告書作成 検討報告書検証

パブリック
コメント

策定に向けた検討・作業 （庁内関係部署と連携）
策
定

国ガイドライン
発出

データ分析項目検討・分析

検
討
会
議

報告

報告
反映反映

反映

報告

報告

反映

調整会議の回数・時期は予定で
あり、適宜、書面開催等を追加
する可能性あり。

審議会の回数・時期は予定で
あり、議案に応じて適宜決定。

検討会議の回数は現時点では
3回を予定（時期未定）。適
宜、医務課と協議し進める。

契
約
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３．地域医療提供体制検討データ分析業務委託について

 業務委託の概要  検討会議の構成員について

 業務名 地域医療提供体制検討データ分析業務

 業務目的
• 地域医療提供体制の現状把握と課題整理、今後の方向性検討に資する
データ分析を実施。

• 新たな地域医療構想の検討に向け、調整会議で活用可能な資料を作成。

 業務内容
① データ分析
• 入院・外来・在宅・介護連携等を含む医療提供体制に関する分析
• 必要病床数、構想区域の見直し、医療機関機能、医療従事者確保等を検証
• 提供データ（県レセプトデータ、病床機能報告等）＋公的統計を使用

② 検討会議の開催 （3回程度）
• 有識者等による会議運営（スケジュール調整、資料作成、会議録等）
• 分析結果の検証、方向性整理、ファシリテーション支援
• 議題・日程は県と協議し決定

③ 検討報告書の作成
• 分析結果・議論内容を踏まえ、2040年を見据えた医療提供体制の方向
性を整理

• 調整会議向け説明資料も作成

 委託期間
契約締結日（R8年2月中旬） ～ 令和9年3月31日（R8年度末）

 契約方法 公募型プロポーザル方式

 委託業者 ○○○○

 現行の地域医療構想策定時（平成27年度）に設置された「策定
検討会」を参考とすると、今回の検討会議の構成員数は20名程
度を想定。

 なお、当時の検討会の構成員属性は以下のとおりだが、今回の
構成が同一となるものではない。

 新たな地域医療構想では、在宅医療・介護連携や精神医療を含
むため、当該分野の専門家（関係者）を追加。併せて、地域医療
構想アドバイザー（今後設置予定）も追加してはどうか。

策定検討会委員（H27年度）
山梨県医師会 会⻑１
山梨県医師会 理事2
山梨県医師会 理事3
山梨県⻭科医師会 専務理事4
山梨県薬剤師会 副会⻑5
山梨県看護協会 会長6
山梨県民間病院協会 会長7
山梨県官公立病院等協議会 会長8
山梨県慢性期医療協会 副会⻑9
山梨県市⻑会 理事10
山梨県町村会 会⻑11
山梨県保険者協議会 会長12
山梨大学医学部附属病院 院⻑13
山梨県立中央病院 院⻑14
山梨大学大学院総合研究部 教授15
山梨県保健所⻑会 会⻑16
山梨県福祉保健部 参事17

在宅医療・介護
分野の専門家（関
係者）を追加

地域医療構想
アドバイザーを
追加

【地域医療構想アドバイザー】
・地域医療構想の検討において、専門的知見を
基に助言・提案を行う外部有識者
・本県ではこれまで未設置であったが、R8年度
から4名程度を設置予定（内諾済）

R7.12月補正予算（県）

精神医療分野の
専門家（関係者）
を追加
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紹介受診重点医療機関に係る協議
（富士・東部区域）

※R8.1.6時点 外来機能報告暫定データより

資料３



外来機能報告制度（紹介受診重点医療機関）について

厚生労働省HP「外来機能報告について」 1



選定の基準
【紹介受診重点外来の基準】
初診に占める重点外来の割合：40％以上
かつ再診に占める重点外来の割合：25％以上

【上記を満たさない場合】
紹介率：50％以上かつ逆紹介率40％以上

いずれの場合も「紹介受診重点医療機関の役割を
担う意向がある」ことが必要

（「外来機能報告等に関するガイドライン」より） 2



令和5年5月17日「外来機能報告における協議の場の進め方について（周知）」

・富士吉田市立病院

今回の地域医療構想調整会議

【「基準を満たす・意向あり」本県の考え方】
特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関として選定する

【「基準を満たす・意向なし」本県の考え方】
当該医療機関に「意向なし」の理由を確認した上で、紹介受診重点医療機関に
選定しない

【「基準未達成・紹介率達成・意向あり」本県の考え方】
紹介率・逆紹介率の基準を達成している場合は、当該医療機関が将来紹介受診
重点外来の基準を達成するための具体策を確認した上で、紹介受診重点医療機
関として選定する

【「基準未達成・意向なし」本県の考え方】
協議の対象としない

1

2

3

4

4
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令和5年5月17日「外来機能報告における協議の場の進め方について（周知）」

協議を行い、最終的に医療機関の意向と協議
の場の結論が合致したものに限り、紹介受診
重点医療機関として公表を行う
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紹介受診重点医療機関の公表
•結果通知
ご意見取りまとめ後、
知事→医療機関管理者宛てに通知

•公表（県ホームページ）
１日付けで紹介受診重点医療機関リストを公表

（例：3月中に選定⇒4月1日に公表）
⇒診療報酬の起算日と公表日が一致

※調整会議の資料及びご意見等についても公表
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R7病床数適正化支援事業給付金（国経済対策）の実施状況について

効率的な医療提供体制の確保を図るため、医療需要の急激な変化により経営状況の急変に直面し、病床数
の適正化を進める医療機関に対して、経費相当分の給付金を支給する。

（R6国補正予算事業：R6年12月17日成立）

 支給対象：病院（一般・療養・精神病床）、有床診療所

 支給要件：R6年12月17日（国補正予算成立日）からR7年9月30日までの間に、病床（一般・療養・

精神病床）の削減の届出を行い、かつR7年9月末時点で廃院及び無床化していないこと。

 給 付 額：削減病床1床につき、4,104千円

 国内示額：１３６床（第1次：100床、第2次：36床） ※活用意向調査（本県要望）：５５７床

 配分基準：国から示された算出基準に基づき、一部緩和基準を設けた上で配分を実施。

※R4～６年度に経常赤字があること、新興感染症確保病床や基準病床数・必要病床数等に影響がないこと等。

構想区域内訳配分額配分病床数（計）精神病床療養病床一般病床

中北：33床（精神）
峡東：62床（一般・精神）
峡南：10床（一般）
富士・東部：31床（一般・精神）

558,144千円136床61床0床75床

事業概要

支給対象・要件等

本県の状況

本
県
の
配
分
実
績

資料４


